
譲
住
宅
建
設
工
事
に
伴
い
、
天
神

遺
跡
に
建
物
及
び
駐
車
場
が
設
置

さ
れ
る
範
囲
等
に
つ
い
て
、
遺
跡

の
状
況
を
図
面
や
写
真
で
記
録
・

保
存
す
る
作
業
を
実
施
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
出
土
品
の
整
理

作
業
に
つ
い
て
は
、
出
土
品
の
水

洗
い
、
接
合
、
調
査
記
録
の
取
り

ま
と
め
作
業
等
を
行
い
、
報
告
書

に
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

令
和
３
年
度
行
田
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

決
算
審
査
特
別
委
員
会
に
よ
る
閉

会
中
の
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
水
道
事
業
会
計
、
公
共

下
水
道
事
業
会
計
及
び
４
特
別
会

計
（
国
民
健
康
保
険
事
業
、
交
通

災
害
共
済
事
業
、
介
護
保
険
事
業
、

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
）
の
歳
入

歳
出
決
算
に
つ
い
て
は
、
所
管
の

常
任
委
員
会
で
審
査
を
行
い
、
原

案
可
決
及
び
認
定
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
に
つ
い

て　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
同
意
）

　

鹿
山
高
彦
氏
の
教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
に
同
意
し
ま
し
た
。

営
者
等
育
成
支
援
事
業
補
助
金
及

び
プ
レ
ミ
ア
ム
産
地
づ
く
り
事
業

補
助
金
の
事
業
者
選
定
方
法
は
。

　
　

申
請
に
当
た
り
、
農
業
者
、

市
、
埼
玉
県
加
須
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー
の
３
者
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

い
、
最
終
的
に
農
業
者
の
判
断
で

該
当
事
業
の
要
望
書
を
提
出
す
る
。

そ
の
後
、
国
・
県
で
採
択
さ
れ
た

農
業
者
が
選
定
さ
れ
る
。

　
　

土
木
費
に
つ
い
て
、
道
路
補

修
等
の
要
望
箇
所
の
増
加
に
伴
い

追
加
措
置
し
て
い
る
が
、
ど
の
く

ら
い
増
加
し
た
の
か
。

　
　

市
民
生
活
に
直
接
関
係
す
る

道
路
の
補
修
、
側
溝
の
清
掃
、
除

草
等
に
要
す
る
箇
所
が
前
年
度
と

比
較
し
、
約
１
０
０
件
の
増
加
が

見
込
ま
れ
る
た
め
、
不
足
額
を
追

加
措
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

文
化
財
保
護
費
を
使
っ
た
事

業
の
内
容
は
。

　
　

発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
分

公
共
施
設
等
の
光
熱
費
の
不
足
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
電
気
料
、

ガ
ス
料
、
燃
料
費
及
び
指
定
管
理

料
の
追
加
措
置
を
行
う
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
国
庫

支
出
金
、
県
支
出
金
、
繰
越
金
及

び
諸
収
入
に
よ
り
措
置
す
る
も
の

で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

公
共
施
設
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
よ

り
財
政
負
担
の
軽
減
に
な
る
の
か
。

　
　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
前
と
比
べ
、
お
お

む
ね
６
割
の
電
気
料
金
の
削
減
が

期
待
で
き
る
。
そ
の
効
果
は
持
続

す
る
た
め
、
特
に
現
在
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
高
騰
下
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
効
果
が
著
し
く
表
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　
　

公
共
施
設
の
電
気
代
は
、
当

初
予
算
と
比
べ
て
ど
れ
だ
け
高
く

な
っ
た
の
か
。

　
　

当
初
予
算
比
で
約
54
％
の
増

額
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

自
宅
療
養
ヘ
ル
プ
セ
ッ
ト
は

何
人
分
を
予
算
化
し
た
の
か
。

　
　

第
７
波
の
感
染
者
数
が
第
６

波
の
約
２
・
52
倍
で
推
移
し
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
１
６
５
６
人

分
を
追
加
措
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

農
業
振
興
費
の
新
規
就
農
総

合
支
援
事
業
費
補
助
金
、
農
業
経

3　　ぎょうだ議会だより

の
影
響
に
よ
る
光
熱
費
増
加
に
対

応
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
12
億
７
７
０
８
万
９
千
円
を

追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
２
８
６

億
３
８
９
８
万
９
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
民

生
費
で
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

等
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
対
象

者
が
６
月
補
正
時
点
の
見
込
み
を

上
回
っ
た
こ
と
か
ら
、
給
付
金
の

速
や
か
な
支
給
に
向
け
て
追
加
措

置
を
行
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等

物
価
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
給
付

事
業
費
に
お
い
て
、
令
和
４
年
度

の
住
民
税
非
課
税
世
帯
及
び
家
計

急
変
に
よ
り
住
民
税
非
課
税
世
帯

と
同
水
準
の
収
入
と
な
っ
た
世
帯

に
対
し
、
１
世
帯
当
た
り
５
万
円

の
給
付
金
を
支
給
す
る
た
め
の
経

費
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

衛
生
費
で
は
、
自
宅
療
養
者
の

生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
再
拡

大
に
よ
っ
て
対
象
者
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
自
宅
療
養

者
の
支
援
を
継
続
す
る
た
め
に
必

要
な
経
費
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
費
に
お
い
て
、

予
防
接
種
法
上
の
特
例
臨
時
接
種

に
位
置
付
け
ら
れ
た
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
対
応
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
実
施

す
る
た
め
の
経
費
を
措
置
す
る
も

の
で
す
。

　

総
務
費
、民
生
費
、商
工
費
で
は
、

行
田
市
公
共
施
設
照
明
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

基
本
計
画
に
基
づ
き
、
公
共
施
設

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
推
進
し
て
い
く
た

め
、
本
庁
舎
、
総
合
福
祉
会
館
及

び
商
工
セ
ン
タ
ー
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
の

改
修
工
事
設
計
費
用
を
措
置
す
る

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
総
務
費
の
戸
籍
住
民
基

本
台
帳
費
に
お
い
て
は
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
取
得
を
促
進
す
る
た

め
の
経
費
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

土
木
費
で
は
、
道
路
や
排
水
路

の
維
持
補
修
及
び
新
設
改
良
に
お

い
て
、
損
傷
箇
所
の
修
繕
、
あ
る

い
は
舗
装
や
側
溝
等
の
新
設
に
係

る
事
業
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
追
加
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
、

道
路
補
修
や
水
路
補
修
の
要
望
箇

所
が
増
加
し
て
い
る
た
め
、
不
足

が
見
込
ま
れ
る
出
役
料
及
び
器
具
・

機
材
借
上
料
等
に
つ
い
て
、
追
加

措
置
す
る
も
の
で
す
。 

　

教
育
費
で
は
、
文
化
材
保
護
費

に
お
い
て
発
掘
調
査
に
要
す
る
経

費
に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
追
加
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
各
課
に
お
い
て
、

人　

事　

案　

件

問問問問 答

答

答答

令和３年度に補助金を
活用して導入されたトラクター

答答 問問

決　算

６
会
計
の
決
算
を

　
　

 

可
決
及
び
認
定


